
令和３年度東広島市の機構改革について（子ども子育て関係） 

(R3.3.8時点) 

＜主な変更＞ 

・保育課の待機児童対策室を保育環境整備係に変更 

・学事課から保育課へ幼稚園の事務全般を移管（補助執行） 

・保育課から青少年育成課へ放課後児童クラブ（いきいきこどもクラブ）・児童館の事務全般を移管（事務委任 OR

補助執行） 

 


